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平八重光輝議員

麥田博稔議員

県
出
先
機
関
の
再
編
対
応
は

町
長
／
存
続
の
要
望
を
す
る

広域行政

飲酒運転の防止を

町長／職員の処分基準見直す

林
田
バ
ス
廃
止
の

対
応
策
は

町
長
／
利
用
者
の
利

　
　
　
便
性
を
考
慮

各課に張られている飲酒運転撲滅宣言

麥
田
　
県
の
組
織
機
構
改
革

で
、
農
林
事
務
所
や
改
良
普

及
セ
ン
タ
ー
、
耕
地
事
務
所

が
薩
摩
川
内
市
へ
統
合
さ
れ

そ
う
で
あ
る
。
再
編
へ
の
対

応
は
。

町
長
　
現
在
、
本
町
に
あ
る

農
林
関
係
の
３
事
務
所
も
統

合
さ
れ
る
危
機
感
が
あ
り
、

関
係
７
団
体
長
の
連
名
で
知

事
に
見
直
し
の
要
望
書
を
提

出
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
豪
雨
災
害
の
復
興
、

農
林
業
復
興
へ
の
取
り
組
み

な
ど
本
町
の
置
か
れ
て
い
る

立
場
を
強
力
に
ア
ピ
ー
ル
し
、

存
続
の
要
望
を
い
た
し
ま
す
。

麦
田
　
林
田
バ
ス
の
13
系
統

の
廃
止
に
よ
り
、
学
生
の
通

学
や
、
高
齢
者
の
買
い
物
、

医
療
機
関
等
へ
の
交
通
の
確

保
が
課
題
に
な
る
。
そ
の
対

策
は
。

運
転
の
撲
滅
に
努
め
ま
す
。

　
職
員
の
交
通
法
令
違
反
の

処
分
に
つ
い
て
は
、
処
分
基

準
の
強
化
を
含
め
見
直
し
を

図
り
、
綱
紀
粛
正
に
努
め
ま

す
。

　
飲
酒
運
転
に
よ
り
検
挙
さ

れ
た
職
員
は
合
併
前
を
含
め

過
去
１０
年
間
は
お
り
ま
せ
ん
。

平
八
重
　
水
害
後
、
町
主
催

の
行
事
が
中
止
に
な
っ
て
い

町
長
　
利
用
者
の
利
便
性
を

考
慮
し
、
永
野
金
山
方
面
に

つ
い
て
は
増
便
を
、
入
来
・

湯
田
方
面
に
つ
い
て
は
通
学

に
利
用
で
き
る
よ
う
に
、
ダ

イ
ヤ
の
変
更
を
南
国
バ
ス
、

Ｊ
Ｒ
バ
ス
と
協
議
し
て
い
き

ま
す
。

　
町
内
の
生
活
実
態
を
勘
案

し
た
交
通
機
関
に
つ
い
て
、

全
体
の
体
系
化
を
考
え
て
ま

い
り
ま
す
。

そ
の
他
の
質
問

・
　
警
察
の
再
編
に
つ
い
て

・
　
新
観
光
百
選
へ
の
対
応

　
に
つ
い
て

る
。
町
の
復
興
や
被
災
者
の

支
援
な
ど
、
経
済
的
効
果
を

考
え
る
と
、
早
期
に
再
開
す

べ
き
と
思
う
が
。

町
長
　
被
災
地
も
復
旧
作
業

が
進
み
飲
食
店
を
中
心
に
再

開
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
商

店
街
に
活
気
を
与
え
る
こ
と

も
重
要
で
す
。

　
今
後
は
、
災
害
復
興
を
進

め
商
店
街
に
活
力
を
、
町
民

に
元
気
と
勇
気
を
与
え
る
た

め
に
も
、
延
期
し
た
イ
ベ
ン

ト
な
ど
は
検
討
を
行
い
、
理

解
を
得
る
も
の
は
積
極
的
に

実
施
し
ま
す
。

平
八
重
　
飲
酒
運
転
は
犯
罪

で
あ
る
。
町
民
へ
の
啓
発
は

考
え
な
い
か
。
町
職
員
の
懲

戒
規
定
は
。
ま
た
、
現
在
ま

で
に
処
分
を
受
け
た
職
員
は

い
な
い
か
。

町
長
　
警
察
、
交
通
安
全
協

会
な
ど
と
連
携
を
と
り
飲
酒

今
後
の
行
事
開
催

に
つ
い
て

町
長
／
理
解
を
得
て

　
　
積
極
的
に
開
催

農林事務所などが入っている県宮之城合同庁舎


